
平成２７年度自殺防止対策事業公募要綱 
 
１．目的 

民間団体の相談活動などの取組は、多くの自殺の危機にある人を援助し

ており、自殺防止対策を進める上で不可欠であるが、こうした取組は、善

意の寄付、熱心なボランティア、企業の社会貢献事業に支えられている状

況にある。 

自殺防止対策事業（以下、「本事業」という。）は、自殺対策基本法（平

成18年法律第85号）において、民間団体の活動に対する支援が国及び地方

公共団体の責務として位置づけられていることを踏まえ、自殺防止対策に

取り組む民間団体に支援を行うことにより、一層の自殺防止対策の推進を

行うことを目的とする。 

 
２．概要 

民間団体の行う先進的な自殺防止対策事業として、全国規模で行われる

自殺防止対策事業（以下、「全国事業」という。）、地域において先駆的

に行われる自殺防止対策事業（以下、「先駆事業」という。）のそれぞれ

に国が財政的支援を行うものとする。 

 
３．補助対象事業 
 （１）実施主体 
     次の全ての要件を満たす団体であること。 

ア．全国事業 
・ ボランティアで自殺防止対策を行う民間団体であること。 
・ 原則として、全国規模の自殺防止対策に５年以上の活動実績があ

り、公益法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の法人格を有するこ

と。（ただし、厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない。） 
・ 全国３０以上の都道府県に活動拠点を有していること。 

イ．先駆事業 
・ ボランティアで先駆的な自殺防止対策を行う民間団体であるこ

と。 
・ 原則として、自殺防止対策に２年以上の活動実績があり、公益法

人、社会福祉法人、ＮＰＯ法人等の法人格を有すること。（ただし、

厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない。） 
・ 実施主体又は活動場所の所在地の都道府県又は政令指定都市（以



下、「都道府県等」という。）の自殺対策主管課の推薦を受けてい

ること。なお、複数の都道府県等に展開する団体については、原

則として主たる事務所を置く都道府県等にて推薦を受けるものと

する。 
 
 （２）事業内容 

ア．次の全ての要件を満たす事業であること。 
（ア）全国事業 

・ 自殺防止対策に資する取組であること。 
（例）自殺予防のための電話相談、自死遺族のケア 等 

・ 創意工夫や熱意をもって行われ、効果的な取組であること。 
・ 営利を目的としない事業であること。 
・ 全国３０以上の都道府県で行われる活動であること。 

（イ）先駆事業 

・自殺防止対策に資する取組であること。 
・創意工夫や熱意をもって行われる、先駆的かつ効果的な取組であ

ること。 
・営利を目的としない事業であること。 
・複数の都道府県にわたって展開する事業であることが望ましい。 

 

イ．事業の趣旨に沿わないもののほか、以下に該当するものは、原則と

して採択しない。 

・ 事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託

する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大

部分を占める事業。 
・ 事業の大部分が設備整備、備品購入費等である事業。 

 
（３）実施期間 
    当該年度内に開始し、完了すること。 
 
（４）予定補助事業数 
    本事業における補助事業数は、全国事業については若干事業、先駆

事業については約１５事業の予定である。 
 
４．補助経費等 

経費の補助については、別に定める「自殺防止対策事業補助金交付要綱」



（以下、「交付要綱」という。）に基づいて行われるものである。 

なお、交付要綱における主な規定については以下のとおりである。 

 
（１）補助金額 

ア．全国事業：原則として 100,000 千円以内 
イ．先駆事業：原則として 4,000 千円以内 

 
（２）補助額 

毎年度予算の範囲内で国庫補助が行われるものであり、補助額は応募

額を下回ることがあるので留意すること。 

 
（３）補助対象経費 

補助対象経費については、平成２７年４月１日又は採択の決定日のい

ずれか遅い日から平成２８年３月末日までの間に支出された諸謝金、賃

金、国内旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、借料及び損料、会議費、

通信運搬費、雑役務費とする。 

また、上記対象経費以外の経費は原則認められないが、活動上やむを

得ず必要な場合については事業計画書提出時に理由書を添付すること。 

詳細については別添２「対象経費解説」を参照のこと。 
 
５．留意事項 

事業内容、補助対象経費等については、以下の点に留意すること。 

（１） 事業の実施目的及び期待する成果が明確で、適切な事業計画が策定

されていること。 
（２） 事業内容に即した所要額見積もりであること。 
（３） 団体の管理運営経費については、経常的なものについては補助対象

としないが、専ら補助対象事業を実施するために必要な部分に限って補

助対象とすることができる。 
（４） 経費については、社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らし

て適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。ただし、これに

よりがたい相当の事由がある場合には、その理由や積算の考え方などを

記した書面を計画書に添付すること。 
（５） 補助対象事業について他の機関からの補助を受ける場合にあっては、

本事業にかかる経費から他の補助金を控除した額を上限とすること。 
   
 



６．応募方法 
全国事業又は先駆事業を問わず、１団体１事業のみの応募とする。 

（１）全国事業 
ア．提出書類 

    （ア）自殺防止対策事業計画書 
様式１に必要事項を記入の上、以下の文書を添付する。 
・団体概要（様式３） 
・その他の事務所での活動概要（様式任意） 
・事業計画（様式４） 
・所要額内訳書（様式５） 

        ・事業実施スケジュール表（様式６） 
※「その他の事業所での活動概要」には、自殺防止対策に関

する過去５年間の活動内容や実績を具体的に記入すること。 
（イ）その他 

所管官庁に提出している定款（寄付行為）、事業報告書、財産

目録、貸借対照表の写しを提出すること。また、任意団体にお

いては会則、役員名簿、会計報告等、相当する内容を把握出来

る資料を提出のこと。応募団体が平成２６年度に本事業により

補助金の交付を受けている場合は、当該補助事業の進捗がわか

る資料も併せて添付すること。 
また、提出書類は（ア）の書類も含め原則としてすべてＡ４

コピー用紙片面刷り又は両面刷りによること。 
 
イ．提出先 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課（以

下「厚生労働省」という。）に、上記ア．の（ア）及び（イ）を平

成２７年１月２１日までに提出すること。 
    

（２）先駆事業 
ア．提出書類 
（ア）自殺防止対策事業計画書 

様式２に必要事項を記入の上、以下の文書を添付する。 
・団体概要（様式３） 
・事業計画（様式４） 
・所要額内訳書（様式５） 
・事業実施スケジュール表（様式６） 



 
（イ）その他 

所管官庁に提出している定款（寄付行為）、事業報告書、財産

目録、貸借対照表の写しを提出すること。また、任意団体にお

いては会則、役員名簿、会計報告等、相当する内容を把握出来

る資料を提出のこと。応募団体が平成２６年度に本事業により

補助金の交付を受けている場合は、当該補助事業の進捗がわか

る資料も併せて添付すること。 
また、提出書類は（ア）の書類も含め原則としてすべてＡ４

コピー用紙片面刷り又は両面刷りによること。 
 

イ．提出先 
       都道府県等の自殺対策主管課に、上記ア．の（ア）及び（イ）

を平成２７年１月１３日までに提出すること。 
なお、応募を受理した都道府県等は、推薦の可否を判断の上、

推薦すべきと認められる場合には、推薦理由を記載した推薦書を

添付し、応募書類と合わせて厚生労働省に平成２７年１月２７日

までに提出すること。 
 

７．採択方法 

応募のあった事業については、厚生労働省に設置する本事業評価委員会

（以下、「評価委員会」という。）が書面による一次審査及びヒアリング

による二次審査を行い、採択事業を決定する。 

二次審査については、原則として、所要額が2,000千円以上の場合（但し

一次審査を通過しない事業計画は除く）又は評価委員会が特に必要と認め

る場合に、応募者は、評価委員会において応募内容に関する説明を行うも

のとする。 

二次審査は平成２７年２月頃に予定しているが、これに係る経費につい

ては補助対象としないので注意すること。 

応募内容について、必要に応じ国から応募者に対し問い合わせを行う場

合がある。 

審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。 

採択決定後において、厚生労働省が指示する補助金の交付申請書や事業

実績報告書等の提出期限を守らない場合は、採択の取消しを行うこともあ

るので十分留意すること。 

 



 

８．交付申請 

採択決定の通知を受理した団体は、別に定めるところにより、交付申請

書を厚生労働省に提出すること。 

 
９．事業実績報告 

国庫補助の対象となった団体においては、事業完了後、別に定める事業

実績報告書を作成し、その他の成果物と共に平成２８年４月１１日までに

厚生労働省に提出すること。また、本事業を実施した団体に対して事業の

実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施

することがある。 

  

１０．秘密の保持 

本事業に携わる者（当該事業から離れた者も含む。）は、プライバシー

に十分配慮すると共に、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 

１１．事業計画書の提出先 

（１）全国事業 
〒100－8916 東京都千代田区霞が関 1－2－2 

   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 
                   心の健康支援室心の健康係 

（２）先駆事業 

     都道府県等の自殺対策主管課（別添３） 

 

１２．本事業に係る照会先 

〒100－8916 東京都千代田区霞が関 1－2－2 
   厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課 

                      心の健康支援室心の健康係 
              TEL03-5253-1111（内 3069） 
                            FAX03-3593-2008 
 



自殺防止対策事業の手続きの流れ 

 
 
 
 

１月 13 日まで 

１月 27 日まで 

採択決定通知を受理した民間団体 

採択決定の通知 

厚生労働省 

交付申請書の提出 

交付決定の通知 

厚生労働省 
有識者で構成される評価委員会（２月頃の予定）において採択事業及び国庫補助基準額を決定 
① 書面による審査（一次審査） 
② ヒアリングによる審査（二次審査：原則として一次審査を通過した団体の中で所要額が 2,000

千円以上又は評価委員会が特に必要と求めた団体のみ） 

厚生労働省 
 事業実績については、次年度に本事業を申請する場合において評価の対象となる 

先駆事業 

都道府県等 

厚生労働大臣が定める日までに事業実績報告書を厚生労働省へ

報告 

国庫補助の対象となった民間団体においては自殺防止対策に資する取組を実施 

 

（ａ）自殺防止対策事業計画書 

  （様式１に以下を添付） 

・団体概要 （様式３） 

・その他の事務所での活動概要 

（様式任意） 

・事業計画 （様式４） 

・所要額内訳書（様式５） 

・事業実施スケジュール表 

（様式６） 

（ｂ）その他 

  ・定款、事業報告書等の写し 

 

ボランティアで自殺防止対策を行う民間団体で、公益法人、社会福祉法人、ＮＰＯ法

人、若しくは厚生労働大臣が認める団体 

        
（ａ）自殺防止対策事業計画書 

  （様式２に以下を添付） 

・団体概要   （様式３） 

・事業計画   （様式４） 

・所要額内訳書（様式５） 

・ 事業実施スケジュール表 

（様式６） 

（ｂ）その他 

  ・定款、事業報告書等の写し 

 

全国事業 

１月 21 日まで 

 

※都道府県等がとりまとめの上、

推薦書を添付して提出 

  

（別添１） 



対象経費解説 

○諸謝金 

事業の実施に協力した者等に支払う経費 

  （例）講演会、講習会、研究会等の講師等の謝礼金、アンケート調査の謝

礼品等。 

 

○賃金 

事業の実施に必要な一時的な労働の対価として支払う金銭（従前よりボ

ランティア等として参加していた者に対する賃金として支払うことはでき

ない。） 

（例）研修会・シンポジウム等開催における設営準備に係る人件費 

（認められない例）電話相談における相談員など、事業の中核となるボラ

ンティア活動の人件費、団体構成員（職員）に対する賃金 

 

○国内旅費 

事業の実施に必要な交通費や宿泊費等 

（例）研修会・シンポジウム開催において発生する講師等の旅費 

（認められない例）団体構成員（職員）の研修旅行等、自殺防止対策とし

ての実態が薄い又は伴わない事業全般 

 

○備品費 

事業の実施に必要な器具機械類等の購入費。応募した事業に用いるもの

で、事業計画書提出時に別途理由書（任意様式）を記載し認められた場合

に限る。パソコン等、電気通信機器で汎用性の高いものは原則として対象

としない。また、補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し

付け、担保に供してはならない。 

 

○消耗品費 

事業の実施に必要な各種事務用紙、文房具、事業用燃料代、その他の消

耗品の代価及び備品に付随する部品等の代価 

  （例）コピー用紙・筆記用具、ガソリン代、材料費等 

 

○印刷製本費 

事業の実施に必要な各種文書、報告書、その他資料等の印刷代及び製本

代 

（別添２） 



  （例）研修会・シンポジウム等のポスター・チラシ、教材、活動記録など 

をまとめた成果物 

（認められない例）団体が定期的に発行している会報 

 

○借料及び損料 

事業の実施に必要な会場借料、車両等の借り上げ、駐車料等、専ら申請

した事業におけるサービスの提供に供する場合で、サービスの提供に必要

な最小限の期間に限る。単に事務を行う場所の家賃は対象とならない。 

（例）シンポジウム・研修等に使用する会場料、活動上一時的に使用する

車両のレンタル代やその駐車料金 

（認められない例）団体の活動事務を行う事務所の賃料 

 

○会議費 

研修会や打ち合わせ等における講師等の茶菓、弁当代等であり、団体構

成員（職員）については、簡素な茶菓に限り補助対象とする。 

 

○通信運搬費 

事業実施に必要な郵便料、運搬料、電信電話料 

 

○雑役務費 

事業実施に必要な、新聞、雑誌等による広告、宣伝を行う費用、銀行振

込手数料等 

 

○設備整備費 

本事業においては、原則、補助対象としないが、専ら応募した事業にお

けるサービスの提供場所となる場合で、事業実施に不可欠であり、申請時

に理由書（任意様式）を記載して認められた場合に限る。事務所の整備費

や家屋の建設費等は対象とならない。 

 

○委託費 

本事業においては、原則、補助対象としないが、事業実施に不可欠であ

り申請時に理由書（任意様式）を記載して必要と認められた場合に限り、

上記の補助対象経費のみ対象とする場合がある。 

 
 

※なお、団体の経常的な管理運営経費については補助対象としない 


